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新
盤
情
政
策
三
ロ

レ

ア
勢
働
立
法

エ
ト

-
w
V
7
の
労
働
法
、

末

)1¥ 

博

-
と
新
純
凶
政
鉱
山
一
ト
に
於
け
る
制
持
制
桃
川
市
活

『
捗
働
賃
中
川
加
に
側
聞
す
る
必
本
的
刈
定
』

『
新
料
凶
此
鉱
山
原
則
を
世
現
す
る
に
フ
い
て

ω
訓
令
』

臓
器

四

持
働
義
務
山
一
弛
脱

五

-
4共
H-
一y一
一
品
か
ら
同
家
資
本
主
説
止
し
て
の
新
料
凶
蚊
筑
へ
の
抑
悦

印
刷
介
、
捗
働
協
約
、
刑
台
僻
険
、
問
問
悩
工
拙
、
手
議
制
停
た
ど
に
川
附
す
る
立
法
川
口
出
翻

P

U

ア
に
於
り
る
一
九
一
七
年
の
秋
か
ら

九
二
一
牛
の
潜
ま
で
の
三
年
布
依
は
、

Mm一
尿
階
級
が
逃

"V，; リ

無
二
共
の
椛
力
企
内
外
に
向
っ
て
確
立
し
平
う
ご
し
た
闘
争
の
時
期
で
ゐ
る
。
に
か
ら
共
の
問
に
行
は
れ
た
所
謝

「
軍
事
共
産
主
義
」
は
庇
に
新
し
い
枇
曾
を
雄
設
す
る
潟
仰
の
努
力
で
あ
っ
た
E
凱
ら
る
べ
き
で
は
な
〈
て
、
山
串
ろ

従
来
の
あ
ら
ゆ
る
組
織
や
制
度
を
襲
草
し
て
紙
康
階
級
の
政
離
を
確
立
し
、

相
川
…
涛
階
級
岡
山
添

ω存
立
を
主
張
す
る

斜
め
に
、
戦
は
れ
た
械
の
形
式
で
あ
る
ご
槻
ら
る
ベ
ミ
」
で
あ
ら
う
o

勝
っ
か
負
け
る
か
の
峨
は
、
理
性
的
に
必
要

で
ゐ
る
ご
評
側
聞
さ
れ
る
桂
皮
に
於
て
之
を
止
め
る
こ
ご
は
何
れ
の
場
合
に
も
至
難
で
あ
る
。
勝
っ
た
後
か
ら
剰
れ

ば
、
「
晶
一
川
町
船
ぎ
わ
亡
、
己
考
へ
ら
れ
る
献
態
ま
で
進
む
の
が
、
時
の
勢
で
ゐ
h
、
戦
の

u%
で
は
あ
る
ま

ν
か
。
正
こ

諭

置完

新
制
山
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ア
野
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ゐー
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諭

議

ロ
ジ
ア
に
於
け
る
軍
事
共
産
主
義
に
も
亦
此
の
無
理
な
「
法
h

「

一

)

過
ぎ
』
ご
一

u
己
り
を
得
な
い
災
害
」
ご
が
多
分
に
随
伴
し
て
居
た
喧
』
ご
、
思
は
れ
る
o

務
付
い
て
み
れ
ば
共
れ
等
の

も
の
は
矯
正
苫
れ
ま
た
除
去
古
れ
ね
ば
な
ら
泊
で
あ
ら
-
フ

O

其
の
矯
正
や
除
去
が
一
派

ω論
者
の
説
く
や
う
に
共

産
主
義
の
「
港
刈
」
で
あ
ち
「
資
本
主
義
へ
の
降
服
乃
至
逆
碑
」
で
あ
る
ご
槻
ら
る
べ
き
か
否
か
は
、
間
半
な
る
詩
集
の

上
の
守
に
す
ぎ
ぬ
己
思
は
れ
る
が
、

己
じ
か
〈
闘
争
の
泊
め
の
戦
時
的
の

mm越
が
建
設
の
柏
崎
め
の
一
中
時
の
賦
鰭
に

V
1
一一
y
に
よ
っ
て
守
町
剛
山
水

は
い
っ
た
ご
き
に
は
、
そ
こ
に
新
な
る
陣
容
が
形
成
さ
れ
る
-
」
ご
が
必
要
で
あ
っ
た
。

ネ
ザ
ア

資
本
主
義
」
ご
呼
ば
れ
た
「
新
経
掛
政
策
」
は
、

ー
ト
・
ロ
ジ
ア
が
立
て
直
し

的
も
平
時
の
欣
態
に
落
付
い
た
y
グ
ィ

し
か
し
一
』
、
に
新
経
済
政
策
に
つ
い
て
論
議
t
る

ω

た
ご
こ
ろ
の
新
な
る
陣
容
に
ほ
か
な
ら
な
い
ご
槻
ら
れ
る
。

(

ニ

)

は
花
の
分
で
は
な
い
。
忍
は
た
い

Y

其
れ
が
労
働
立
訟
の
上
に
い
か
に
拶
饗
し
て
居
る
か
を
削
る
銭
的
に
、

(一一一)

紹
介
を
|
|
主
に
法
作
的
の
資
料
を
過
し
て
!
|
試
み
る
に
す
ぎ
な
い
。

且--，じ
B
〕ノ

イ

す

句

ご

〆

ν

ラ
ア
ナ
?
は
作
て
枇
合
主
義
の
理
論
が
現
W
H
化
品
れ
る
焔
め
に
は
凡
そ
三
の
諌
山
村
が
必
要
で
あ
る
ぜ
い

っ
て
、
「
第
一
の
政
程
は
縦
泌
を
し
て

r
v牧
盆
(
能
力
)
あ
ら
し
め
る
-
}
ご
に
」
、
「
第
二
の
誕
粍
は
正
賞
な
る
財
産

分
配
、
相
川
沖
陪
級
的
版
践
の
除
去
及
び
新
な
る
枇
合
り
創
設
に
」
、
「
第
一
一
一
の
訣
税
は
勢
働
仙
一
一
川
増
化
ピ
勢
仙
の
抽
出

(
同
)

州
ご
に
』
開
削
す
る
こ
ご
を
血
中
げ
た
ご
い
ふ
こ
ピ
で
ゐ
る
が
、
ポ
U

F

U

て
ウ
イ
ズ
ム
は
革
命
的
蛍
初
此
の
仕
掛
一
の
謀

粧
を
践
む
忙
け
の
俄
州
怖
を
も
た
な
い
で
庇
も
に
第
一
一
の
謀
粍
を
採
っ
て
、
則
産
分
配
の
規
正
乃
至
枇
曾
階
級
打
破
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の
問
題
を
徹
底
的
に
解
決
す
る
こ
ご
を
以
て
其
の
唯
一
の
任
務
ご
な
し
、
之
に
附
随
し
て
前
捕
に
紹
介
し
た
ゃ
う

な
強
制
的
の
方
法
で
労
働
の
奨
励
。
ぜ
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
建
設
期
に
は
い
っ
て
か
ら
の
ポ
ル

V

ェ
グ
ィ
ズ

ム
は
、
北
(
れ
自
身
の
存
立
の
勉
め
に
、
一
フ
ア
ナ
ウ
ノ
の
所
制
第
一
説
椋
を
践
土
さ
る
を
得
な
い
こ

Z
、
な
っ
た
。
而
て

艇
携
を
し
て
よ
わ
牧
盆
(
能
力
)
あ
ら
し
め
る
錦
め
に
は
内
外
諸
問
仰
の
市
中
怖
の
縛
め
に
|
|
よ
し
共
の
版
本
理
念
-
}

4

台
、
一
路
組
し
た
り
ど
す
る
も
|
|
ご
に
か
〈
形
態
の
上
に
於
℃
許
制
土
で
の
資
本
主
義
的
内
組
織
£

ωコ
第
三
恥
を

新
に

y
Jワ
イ
白
エ

l
・
ロ

γ
γ

に
於
て
倒
立
さ
れ
た
純
情
政
染
は
「
凶
家
」
己
い
ふ

(
有
)

冠リ
r
H
e
r
附
し
た
「
資
本
主
義
』
己
し
て
現
は
れ
た

ωで
あ
る
ピ
胞
は
れ
る
。
此
の
閥

E

山
部
資
本
主
義
は
、

除
儀
な
〈
せ
し
め
ら
れ
た
か
ら
、

ト
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ヅ

ド
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f
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の
言
を
以
て
す
れ
ば
「
資
本
主
義
が
総
杭
仰
の
制
整
の
潟
め
に
作
っ
て
ゐ
た
ご
こ
ろ
の
方
法
H
A
び
施
設
の
路
川
正
し

て
、
総

t
山
山
崎
宵
働
者
同
・
一
車
が
資
本
主
義
か
ら
刑
台
主
義
へ
の
進
税
に
於

τ多
か
れ
少
か
れ
或
将
皮
ま
で
践
ま
古
る

を
待
な
レ
階
純
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
新
な
る
持
働
者
統
的
(
政
府
)
は
(
中
断
)
総

τの
資
本
主
義
的
縦
精
機
附

M
品
川
H
U川
、

日

K
二
』
、

nH叫

t
i
u
r

牟
w
e
d
a
-

ト
ラ
ス

1

、
シ
ン
ヂ
ケ

1
ト
)
を
復
活
せ

L
め
て
、
共
れ
を
政
治
的
に
支
配
し
、
(
小
附
)
絞
憐

の
改
匙
を
賀
徹
す
る
柏
崎
め
に
、
択
の
創
造
的

ω力
を
利
川
す
る
の
で
わ
る
、
」
ご
仰
ら
れ
得
る
で
ゐ
ら
う
。

あ
れ
、

新
経
済
政
策
が
労
働
問
題
に
う
い
て

E
う
い
v

ふ
解
決
を
即
(
へ
ゃ
う
己

L
た
か
は
、

次
市
引
に
紹
介
す
る
『
勢

見
比
率
問
題
に
閲
す
る
基
本
的
規
定
』
(
抗
一
一
一
介
帥
)
に
よ
っ
て
之
を
鋭
ム
ニ
ぜ
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、

般
的

に
此
り
政
策
が
い
か
に
し
て
寅
現
さ
れ
や
う
ご

L
た
か
を
知
る
泊
め
の
法
律
的
の
資
料
ご
し
て
は
、
先
づ
一
九
二

議

前

新
繭
前
政
鋭
、
と
ロ
シ
ア
捗
働
立
法

七
五
)

第
二

f
=
各

(
部
六
時
叫

九
五
五

ご

も
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議

新
組
桝
政
策
&
ロ
シ
ア
妙
働
一
υ
法

論

第
二
十
二
容

門
部
ん
ハ
視

七
六
)

ι
E
ミ

ブ
王
プ

一
年
八
月

一
日
の
]
疋
創
立
ω
紙
に
よ
っ
て
込
表
さ
れ
た
ご
い
ふ
「
新
経
済
政
策
の
原
則
を
質
現
す
る
に
つ
い
て

の
人
民
委
員
評
議
曾
の
訓
A

ど
を
邸
中
げ
ね
ば
な
ら
凶
o

此
訓
令
は
全
部
で
十
五
川
引
が
ら
成
っ
て
居
る
の
で
ゐ
る
が
、
先
づ
一
般
終
燐
朕
抽
出
が
非
慌
に
出
境
に
陥
っ
た
こ

ご
を
告
げ
て
、
「
此
の
紋
況
か
ら
離
脱
す
る
斜
め
に
(
共
産
)
諜
の
機
関
及
び

y
グ
イ
エ
ト
の
機
聞
は
叫
労
働
組
合
ご

協
力
し
て
断
然
た
る
路
世
を
執
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

L
B
一3
0
「
叩
税
務
政
策
正
岡
家
工
業
組
織
己
の
新
な
る
コ

l
z
仁

於
て
は
、
生
成
管
理
の
組
織
、
労
働
組
織
等
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る
錦
め
に
、
帥
労
働
組
合
従
っ
て
労
働
者
自

健
を
よ

h
決
定
的
に
誘
致
す
る
ニ
ご
が
必
要
で
あ
る

c
H
H康
〈
大
衆
を
殺
育
す
る
ご
い
ム
方
面
に
於
け
る
ぜ
同

じ
ゃ
う
に
、
経
済
的
合
目
的
性
及
び
牧
盆
増
加
の
原
則
に
基
い
て
、
生
産
及
び
労
働
の
組
織
を
完
成
す
る
ご
い
よ

方
而
に
於
て
も
、
労
働
組
合
の
事
業
は
、
大
産
業
の
御
山
地
ピ
促
進
ご
に
閥
し
て
、
経
済
政
策
の
新
な
る
コ

1
1
E

合
致
す
る
こ
ご
を
要
す
る
。

H
H日
貸
出
ヰ
及
び
勢
働
者
給
養
に
閲
す
る
政
策
に
於
て
は
、
品
労
働
組
合
は
労
働
者
を
し

て
で
き
る
に
け
厳
い
範
閣
に
亘
っ
て
庇
桜
之
に
干
拠
せ
し
め
る
(
利
害
附
係
を
も
た
し
め
る
)
正
い
ふ
方
針
を
執
色

ね
ば
な
ら
ぬ
」
(
第
二
耳
)
ど
い
っ
て
、
叫
労
働
組
合
の
機
簡
の
蹴
大
正
一
労
働
者
の
イ
-
一
ご

7
4
グ
の
挑
畿
ピ
を
高
調

し
て
居
る
の
で
あ
る
。

「
青
々

ω執
っ
た
今
ま
で
の
経
済
政
策
は
次
の
や
う
な
納
に
於
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
居
品
。

( ~ ) 
y 

':/ 
イ

エ

ーた
ト
闘
家
は
あ
ら
ゆ
る
柿
類
の
企
業
を
一
か
ら
げ
に
し
て
、

之
を
直
接
に
即
位
倍
指

1

占
噂
す
る
こ
ご
を
時
間
儀
な
〈
さ
れ
て

『岡家資本主義ntいふ言葉はレ戸ユシに上ってツずイエトロシア山新制j舟
政貨を呼ぶ l.~iめに典へられた白であるけれ『も、 J与の志叫はレ戸コシ自身
も明岨I1こ示して情ない k いふこ止て'ある。従りて JJ，沌主義到\ffÎIÙ'~由l1iJにも
説請があって此の言誕は単ろ排した方がよい主いふ且僻も φ?ないと悼へ
られる。

(IT) 



ゐ
た
の
で
あ
る
が
、

岡
家
に
よ
っ
て
岬
局
さ
れ
る
生
，
流
派
料
品
や
食
料
品
の
補
給
は
長
い
間
忠
ふ
や
う
に
行
か
な
か

っ
た
o
H
H
H
そ
し
て
共
の
直
伎
の
結
川
市
は
国
家

ω掌
握
し
た
手
段
を
合
理
的
且
つ
経
済
的
に
利
川
す
る
ニ
芯
の
不

可
能
な
る
を
示
し
、
一
見
に
北
(
の
手
段
の
硝
裂
を
招
い
た
の
で
ゐ
る
。
い
企
業
の
管
理
は
各
施
の
4
Y
千
↓
ナ
チ
ュ

1

1ω
聞
に
分
訓
さ
れ
て
、
企
業
の
生
産
能
力
己
直
接
に
結
び
つ
い
て
ゐ
な
か

λ

っ
た
。
そ

L
て
多
頑
政
的
(
管
理
)
正

無
責
任
ご
が
共
の
結
川
端
己
し

τ招
来
き
れ
た
の
に
す
ぎ
ぬ
。
い
斯
か
る
管
波
方
法
M
A
ぴ
現
在
の
M
Z
賃
制
度
に
於
℃

は
、
生
産
に
参
加
す
る
お
は
、
時
宵
働
の
結
川
市
ぐ
」
生
産
方
法

ω改
善
正
に
つ

ν
て
、
何
等
の
利
害
も
興
味
も
布

Lτ

)
 

ゐ
な
い
¥
ま
た
有
す
る
こ
ご
も
で
き
ぬ
の
で
あ
る
。
ド
-
一
年
間

ω戦
時
服
態
正
甚
し
い
闘
士
的
応
厳
正
の
泊
め

仁
、
幽
民
総
務
の
あ
ら
ゆ
る
部
門
を
総
括
[
て
統
一
す
べ
き
秩
序
ゐ
る
経
済
方
策
を
儲
立
[
て
官
施
す
る
こ
ご
は

不
可
能
で
あ
っ
た
o
」
(
耕
一
羽
)

ピ
説
レ
工
、

軍
J4
共
産
主
義
が
疏

L
だ
縦
消
的
山
り
「
己
む
を
得
な
い
、
災
害
」
が
極
度

一、、 与一

に
迭
し
た
』
」
己
を
指
摘
し
て
居
る
。

次
に
は
新
経
済
政
策
制
立
の
必
要
に
言
及
し
て
斗
凶
民
縦
断
が
此
の
上
伝
ほ
も
沈
み
行
〈
の
を
防
止
す
る
潟
め

に
は
、
次
の
や
ヲ
な
原
則
に
従
つ
て
の
改
革
が
必
要
で
ゐ
え

ω詩
人
民
服
問
機
委
員
品
川
又
ぴ
誌
の
地
方
的
機
闘

に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
岡
家
は
、
国
家

ω立
場
か
ら
似
て
重
要
で
あ
わ
ま
た
給
付
能
力
め
る
ど
こ
ろ
の
側
々

ω

生
産
部
門
及
び
大
企
業
並
に
相
町
に
依
黙
す
べ
き
(
補
助
し
あ
ふ
べ
き
)
全
装
を
、
閥
家
内
直
接
な
る
符
測
の
下
に

統
一
す
る
o

り
-
れ
等

ω企
業
は
精
出
仰
な
る
経
済
的
の
計
算
方
法
に
従
つ

1
(吋
唯
一
一
る
)
作
ふ
り
上
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら

議
新
制
梢
政
策
と
ロ
シ
ア
勢
働
虫
訟

前

第
一
十
ニ
巷

(
路
大
腕

ヒ
ヒ

九
五
七

F
I
-
-



議

論

新

組

凶

叫

筑

と

M

シ
ア
勢
働
立
法

凶
。
い
.
い
あ
ら
ゆ
る
稲
類
の
労
働
者
給
養
1

1
特
別
被
服
を
除
い
て
|
|
は
(
集
会
支
抑
に
よ
っ
て
)
勢
貨

の
内
に
包
括
せ
し
め
Bb
れ
、
而
も
祭
働
者
が
生
産
(
奉
加
)
に
つ
い
て
の
利
害
関
係
を
痛
切
に
戚
じ
生
応
力
培
進
の

弟
二
十
二
を

ヘ
第
六
腕

七
J、
九
五
八

勉
め
に
4

Z

U

ア一
7

ィ
グ
を
謙
抑
す
る
1γ

う
仁
、
労
働
者
に
保
障
が
典
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

H
Hリ
給
養
μ
聞
は
倒

々
の
努
川
問
者
及
び
其
の
集
闘
の
間
に
生
産
の
結
川
市
に
肱
じ
て
配
給
さ
れ
る

-τ
己
も
で
き
る

高
労
働
者
等
)
。
付
:
・
」
(
品
川
迎
ピ
い
っ
て
、
新
鋭
済
政
策
の
下
に
於
て
は
企
業
が
い
か
な
る
プ

p
y
v
プ
ル

に
よ
っ
て
結
後
百
れ
ね
ば
な
ら
必
か
を
示
し
て
ゐ
る
ο

(
請
負
附
労
働
者
、
出
来

右
の
第
四
引
は
凶
家
的
に

Mm此
H
3
る
べ
き
企
業
に
闘
し
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
が
、
「
之
に
厨
し
て
白
な
い
企
業
は
、

賃
貸
に
闘
す
る
命
令

の
定
む
る
所
に
従
っ
て
命
日
一
航
、
組
合
北
(
の
仙
の
閉
館
又
は
忍
人
に
賃
貸
さ
る
べ
き
で

あ
る
。

此
山
り
叩
州
の
企
業
は
、
ま
た
利
盆
を
あ
げ
る
絡
め
に
試
験
的
に
特
別
な
る
契
約
仁
よ
っ
て
、
仰
々
の

y
グ
ィ
エ
ト
機
関
に
移
管
さ
れ
る
こ
ご
も
で
言
る
お
五
羽
)
O

賃
貸
さ
れ
十
耐
も
闘
中
部
H
A
ぴ
凶
家
機
闘
が
共
の
経
後

を
引
受
け
な
い
企
業
は
附
抑
制
苫
れ
ね
ば
な
ら
向
。

そ
[
て
そ
こ
に
働
い
て
ゐ
た
者
は
、
岡
家
及
び
ツ
グ
イ
エ
ト
経

携
の
斜
め
に
後
ま
る
、
企
業
に
一
分
配
古
る
べ
き
で
あ
る
が
、
な
ほ
北
(
の
刷
局
め
に
失
職
し
た
労
働
者
は
凶
家
の
峨
業

紹
介
及
び
労
働
配
布
の
官
胞
に
於
て
控
録
さ
れ
且
つ
岡
山
氷
か
ら
救
謎
き
れ
る
」
(
第
六
羽
)
O

以
上
ほ
主
ご
し
て
大
規
模
の
企
業
に
閲
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

早
う
で
な
い
企
業
に
閲
し
て
は
↓
家
内
工
業

u
A
ぴ
小
工
業
は
岡
家
的
大
工
業
及
び
農
民
縦
一
憐
の
幼
め
の
補
助
で
あ
る
己
槻
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
家
内
労
働



者
及
び
手
工
業
者
が
其
の
生
産
を
正
賞
に
殺
展
せ
し
め
共
の
勢
働
生
産
物
を
自
由
に
底
分
し
得
る
や
う
な
扶
況
の

後
現
を
認
容
す
る
二
正
が
必
要
で
ゐ
る
o

小
工
業
及
び
家
内
工
業
の
後
日
出
ご
組
織
ご
に
於
て
は
、

小
生
産
者
の
協

同
組
合
的
結
合
の
方
法
を
確
立
し
、
ま
た
印
刷
済
技
術
的
に
人
口
円
的
的
で
ゐ
る
場
合
に
は
協
同
組
合
的
に
組
織
せ
ら

れ
た
山
部
内
工
業
を
克
仁
大
工
業
企
業
ピ
組
合
は
す
こ
ど
も
必
要
で
あ
る
c

舶
に
、
大
工
業
の
需
要
に
肱
じ
又
は
凶

家
の
委
託
を
受
付

τ坑
引
く
は
消
費
組
合
の
斜
め
に
鋒
ま
れ
る
モ
)
ろ
の
小
工
業
及
び
山
車
内
工
業
の
部
門
の
泊
め
に

は
、
で
き
る
に
け
の
擁
護

ε英
刷
ご
が
典
へ
ら
れ
る
こ
ど
を
要
す
る
」
第
七
羽
)
己
レ
っ
て
、
小
生
産
者
の
旧
作
喰
を

高
調
し
て
ゐ
る
。

次
に
は
「
会
露
中
央
労
働
組
合
曾
議
は
、
賃
貸
さ
れ
た
る
企
業
、
見
許
(
利
椎
の
附
典
)
さ
れ
た
る
企
業
比
ぴ
凶

家
の
↑
管
掌
せ
き
る
企
業
に
於
け
る
努
働
者
の
生
活
問
旭
解
決
の
錦
め
に
、
多
数
の
委
員
曾
を
作
ら
ね
ば
な
ら
旧
制
。

そ
し
て
融
労
働
組
合
ご
企
業
管
理
者
正
山
間
に
締
結
さ
れ
る
崎
労
働
協
約
を
以
て
此
の
間
旭
解
決
の
基
礎
ご
す
る
ニ
ご

を
要
す
る
」
(
釦
八
羽
)
回
日
が
説
か
れ
、
な
は
食
糧
問
問

ル

1
Y
戸
貨
の
騰
貴
及
び
国
中
止
を
刷
る
政
策
、
外
凶
ご
の

貿
易
促
進
の
政
策
な

rに
つ
い
u

℃
の
政
口
が
あ
り
、
兎
に
新
経
済
政
策
を
質
施
す
る
潟
め
の
組
織
批
判
に
比
(
の
機
関

及
び
機
関
の
権
限
手
総
等
に
閲
し
て
定
め

τ居
る
の
で
あ
る
。

此
の
訓
令
の
指
示
す
る
正
二
ろ
仁
よ
っ
て
窺
ム
も
明
か
な
や
う
に
、
所
副
軍
事
共
康
主
義
一
伊
破
壊
期
に
於
け
る

闘
容
過
程
で
あ
る
さ
似
ら
れ
得
る
な
ら
ば
、
閥
家
資
本
主
義
は
「
現
質
の
一
刑

J

利
は
総
て
の
斑
想
よ
h
も
ど
い
決
定

i!1 

諭

新
創
出
政
筑
と
ロ
シ
ア
捗
倒
立
訟

小
村
伊
J

ハ
抗

部
一
て
寸
三
容

七
九
)

む一
L

L

ゴ
ヨ
J
Y

10:-
bや
h 
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銘
六
腕

λ
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J~草

新
組
内
叫
筑
と
ロ
シ
ア
捗
働
止
法

第
二
十
二
審

九
六

O

t布

的
に
働
〈
」

Z
こ
ん
の
処
淀
期
に
於
げ
る
矯
正
過
程
で
あ

h
、
真
に
晴
宮
山
居
間
家
を
完
成
す
る
潟
め
の
労
力
で
あ
る

ご
凱
ら
る
ぺ
き
で
め
ら
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
或
立
昧
に
於
て
の
資
本
主
義
己
の
妥
協
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
慨
に

国
艇
は
無
産
階
級
の
九
年
中
仁
附
し
て
、
日
間
氏
縦
済
的
会
慨
系
を
統
制
す
る
政
治
上
R
A
ぴ
法
体
上
的
主
的
は
、
従
来

の
判
払
経
情
交
水
主
義
制
度

ωJ下
に
於
げ
る
其
れ
ど
は
、
全
然
別
異
の
も
の
正
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

7己

ひ
共
の
名
は
凶
・
山
部
資
本
主
義
を
以
て
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
北
(
れ
が
現
は
れ
る
組
織
己
形
態
ピ
は
自

ι一村

(
六
)

同
時
の
も
の
£
な
ら
ざ
る
を
得
な

ν諜
で
あ
る
。

新
経
務
政
策

ω下
に
於

τ、
上
泌
の
や
う
な
立
味
で
の
資
本
主
義
ご
の
妥
協
に
よ
っ

τ認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た

総
務
上
り
制
度
は
、
大
凶
J
/
一
を
四
純
の
形
態
に
分
っ
て
み
る
よ
ご
が
で
き
る
o
第
一
は
、
天
然
の
宙
狐

ω閃
臨
時
及

び
Y
グ
イ
エ
ト
政
府
が
自
ら
都
営
し
待
な
い
企
業
の
匁
め
に
、
忠
人
口
る
企
業
家

1
1主
さ

L
て
外
闘
の
資
本
家

|
|
に
典
へ
ら
れ
る
免
許
(
利
擁
附
輿
)
の
制
度
で
ゐ

h
、
第
二
は
、
閥
有
ご
せ
ら
れ
た
工
業
的
企
業
、
工
場
、
森
林
、

土
地
な
い
と
を
私
人
た
る
資
本
家
的
企
業
家
に
賃
貸
す
る
制
度
で
ゐ
ム
リ
『
第
三
は
、
凶
家
が
資
本
家
を
商
人
ご
し
て
一
札
制

致
し
て
、

国
家
の
生
産
物
の
販
寅
正
小
生
産
者
の
生
産
物
の
購
買
ど
に
謝
し
て
一
定
め
手
数
料
を
支
抑
ム
制
皮
で

「
株
式
合
乱
心
一
種
と
取
ら
る
べ
也
君
『
祖
合
令
枇
』
な
る
も
り
が
此
印
刷
し
は
に
作
っ
て
尚
t
認
め
ら
れ
る
に
王
ヲ
た
し
川
山
骨
令
祉
に
昨
て
は
問
家

/
J
F

株
主
1
i株
式
資
本
山
五
一
ハ
l

七
ン
ト
以
上
を
引
す
る
の
が
原
山
て
あ
る
i
1
1
ξ

し
て
見
利
誼
を
代
表
す
る
己
と
、
な
っ
て
肝
る
山
亡

砧
)
、
第
四
は
、
集
合
的
の
資
本
主
義
的
一
則
慨
ご
し
て
の
協
川
一
組
合
の
制
皮
で
ぬ
る
(
捕
間
一
J
n
倒
的
俳
誌
羽
鵬
ぽ
叫

、
，
(
ヒ
)

る
警
本
家
を
中
心
と
し
て
肘
な
い
か
ら
ソ
「
イ
エ
ト
桝
山
げ
に
と
っ
て
地
め
て
有
利
な
も
の
で
あ
る
制
に
於
亡
私
魁
消
的
資
本
主
義
と
持
り

J
o
'
-

共
れ
が
勢
働
階
級
に
属
す
る
生
出
力
及
び
止
産
手
段
、
と
結
び
刊
い
て
肘
る
酷
に
於
て
紅
合
主
義
的
企
業
形
態
に
姻
L
て
居
る
白
で
あ
る
」
、
、

あ

h 

此心統制三Lti置が ~'j~ る~"'こ於亡ソグイエ l ロシアの附家1古本主義は判似を布
~.rc 府る、 tとる同誌料消費併主義自主叩山下に 1H‘主義 (11i~刻家に於て主主逸す
べき同家資本主義なるものについては色々論議せ υれてゐたけれrも、組
成長制裁心下10樹立せられる同副資本主義なるものを:Jll毛皮ったも '0はない0
マルクスすら一言も之につvて書いてゐないとレトニシはいヲて居る o [.lJ 
川氏新総出政筑431頁以I喜多間
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い
ム
ま
で
も
な
〈
或
粍
皮
ま
で
の
な
的
取
引
ご
在
的
信
用
ご
が
認
容
苫
れ
て
ゐ

(
λ
)
 

な
は
れ
ば
な
ら
ぬ
|
|
従
っ
て
悲
法
的
法
律
関
係
が
再
び
謹
頑
し
た

1
1
の
で
あ
る
が
、
其
れ
は
旧
半
兎
「
M

臨
時
加
を

れ
等
の
制
度
の
前
提
ご
し
て
は
、

し
て
よ
い
牧
盆
(
能
力
)
あ
ら
し
め
る
潟
め
に
片

倒
人
の
イ

ジ
ア
ア
ィ
グ
を
胤
H
M
押
せ
し
め
、

経
済
生
活
に
於
て

例
人
が
各
自
の
抽
出
力
を
仮
ひ
得
る
除
地
を
大
な
ら
し
め
や
う
ご
す
る
怠
闘
を
引
す
る
も
の
で
ゐ
る
己
い
は
ね
ば
な

ら
ぬ
で
あ
ら
う
。

斯
〈
の
如
〈
し

t
新
縦
'
桝
政
策

ω下
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
方
而
に
於
て
利
潤
を
日
的
己
す
る
な
人
の
活
動

の
自
由
日
ぺ

一
昨
止
の
限
芥

ωう
も
で
認
め
ら
れ
る
こ
正
、
な
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
山
川
主

ι一
被
術
者
た
る
勢
働
者
正

の
聞
係
も
亦
復
活
す
る
一
二
」
、
な
り
、
是
こ
に
例
人
の
イ
エ
ジ
ア
一
プ
ィ
グ
を
挑
俊
L
誘
導
す
る
や
う
な
方
法
や
V

1
7
ム
も
現
は
れ

τ来
た
の
で
あ
る
o

そ
し
て
其
の
匁
め
に
は
幾
多
の
法
令
の
後
布
を
見
た
の
で
あ
る
が
、
特
に

勢
働
立
法
に
つ
い
て
の
指
導
的
な
も
の
ご
し

τは

九
二
一
年
九
月
一
六
日
の
人
民
委
員
評
議
舎
に
於
て
採
決
さ

れ
た
『
労
働
賃
率
問
題
に
閲
す
る
悲
本
的
規
定
」
を
悲
げ

5
る
を
得
な
い
V
O

い
ま
英
の
重
要
な
る
部
分
を
詳
出
し
て

み
や
う
。

『
新
経
済
政
策
は
図
民
経
済
の
岡
山
叫
に
向
け
ら
れ
た
る
手
段
己
虚
誕
ご
の
全

V

月
一
プ
ム
を
前
提
Z
す
る
も
の
で

あ
る
。
総
て
の
工
業
『
部
門
及
び
特
別
企
業
は
生
産
、
原
料
、
生
産
品
の
艇
桁
等
に
つ
い

τ最
も
粉
山
首
な
る
来
鍬
を

錯
す
}
}
t
e
T
要
す
る
o

一
巾
て
企
業
は
無
快
損

ω
方
針
に
従
っ
て
組
織
古
る
べ
き
で
あ
る

(
但
し
武
器
の
製
地
の
や

ノ、

) 

ブι.. /、

E満

議

新
制
持
政
策
・
9

一
ロ
シ
ア
勢
働
立
法

弗
二
十
ニ
巻

お
伊
穴
腕

とれ等新組憐政策白下にあらはれた諸形態にづいては山川氏隼目新組消政

策に!kc随所に相介せられて居る、特に35瓦以下曇問

私法の再現江守句、ては拙稿ソグイ~トロシア民法白特色枇官科学部二容第
二腕(特にnlil以下)参臨

(七)

(八)

W
B
Y
h
R
Iぃ



諭

議

新
艇
済
政
筑
止
ロ
シ
ア
捗
働
立
法

第
二
十
二
巻

(
第
六
都

J、
) 

ゴL
r、

う
に
経
済
的
致
用
の
如
何
に
拘
ら
十
闘
家
経
済
の
V

1

7

ム
に
於
て
快
〈
ぺ
か
ら
F
る
も
の
ご
認
め
ら
れ
る
企
業

は
此
の
限
・
り
で
な
い
)
。

『
工
業
務
展
の
悲
本
的
要
素
ピ

Lτ
は
、
先
つ
貸
率
制
度
が
改
め
ら
れ
る
こ
ど
を
要
す
る
。
而

τ
貸
率
制
度
の

基
礎
ご
し
て
は
、
貸
率
制
度
を
で
き
る
ピ
り
簡
易
な
ら
し
め
る
こ
正
、
国
家
的
工
業
に
従
事
す
る
労
働
者
及
び
使

用
人
の
絡
め
の
給
養
及
び
一
般
消
投
の
基
金
を
作
る
こ
己
、
生
産
ご
闘
係
な
き
も
の
及
び
凧
曾
的
救
護
の
性
質
を

帯
び
た
も
の
を
総
て
企
業
か
ら
泣
ぎ
り
る
こ
ど
、
労
働
者
及
び
使
用
人
正
企
業
及
び
官
臆
ご
の
問
の
輩
回
な
る
紡

合
を
作
る
こ
正
が
本
蛍
の
質
際
要
件
正
ぜ
ら
れ
る
o

育
児
所
、
幼
稚
園
、
老
厳
者
牧
容
所
な
ど
の
や
う
な
閥
家
的

救
護
施
設
は
い
か
な
る
意
味
に
於

τも
帥
芳
賀
Z
闘
係
を
有
た

L
め
て
は
な
ら
同
。
上
越

ωや
う
な
原
則
正
制
度
ご

の
質
施
は
、
帥
胃
袋
ご
開
嚇
し
て
、
企
業
の
匁
め
仁
数
義
ゐ
る
勢
働
者
の
自
己
動
員
を
促
す
に
役
立
つ
で
ゐ
ら
う
。

新
〈
し
て
吾
々
は
も
は
や
技
師
が
馬
丁
の
地
位
に
あ
っ
た

h
蚕
所
道
具
や
ス
ト

1
プ
の
修
繕
を
し
た

h
す
る
の
を

見
十
、
ま
た
熟
練
職
工
が
芋
を
洗
っ
た
り
泥
地
を
淡
へ
た
一
り
す
る
の
を
見
な
い
こ
己
、
な
る
で
あ
ら
う
。

「
本
嘗
の
質
際
的
・
原
則
か
ら
出
後
す
る
賃
卒
制
度
は
生
産
の
基
本
的
エ
レ
メ
ン
ト
た
る
券
働
階
級
組
織
の
要
素

貸
率
の
制
定
は
「
努
貨
に
於
け
る
ミ
ユ
マ
ム
は
帥
労
働
に
於
け
る
ミ
ユ
マ
ム
に
等
し
い
」
ご
い
ふ
原
則
か
ら
出

で
あ
る
。

践
し
な
け
れ
ば
な
ら
凶
。
勢
貨
の
増
加
は
恰
も
生
産
額
の
増
大
正
勢
働
者
が
生
産
増
加
に
闘
興
す
る
程
度
正
仁
直



接
に
結
び
付
け
ら
れ
て
居
る
ぺ
き
で
あ
る
。

労
貨
の
内
に
は
努
働
者
及
び
使
用
人
に
輿
へ
ら
れ
る
総
て
の
形
式
の
給
付
が
算
入
苫
れ
る
-
}
ご
を
一
安
す

る
。
郎
ち
刊
現
金
支
挑
に
よ
る
賃
銀
、
川
住
宅
、
眼
房
、
照
明
、
給
水
、
川
食
料
品
の
類
、

ω被
服
、
吋
理
髪
、

入
時
前
、
槻
劇
等
、
へ
汽
車
中
山
車
等
の
交
通
機
闘
の
利
用
、
ト
家
族
手
首
位
(
の
他
家
族
に
奥
へ
ら
れ
る
補
給

o
H
U

労
働
者
及
び
使
川
人
に
本
常

ω氏
際
牧
入
己
支
出
ど
を
明
断
且
つ
十
分
に
一
致
ゼ
し
め
得
る
可
能
性
(
機
合
)
を
奥

へ
且
つ
生
討
を
立
て
る
に
は
集
約
的
労
働
の
必
要
な
る
こ
正
念
知
ら

L
め
る
勉
め
に
、
総
て
の
柿
狐
の
凶
家
的
給

付
(
現
物
給
付
)
は
市
場
償
給
に
従
っ
て
換
算
さ
れ
る
こ
己
合
要
す
る
。

vuU川
町
民
は
生
産
に
於
け
る
勢
仙
者
内
妻

加
(
協
力
」
ご
結
び
付
り
ら
れ
、

且
「
共

ω琳
加
は
山
時
ら
生
産
相
山
山
増
加
ご
比
例
ー
な
け
れ
ば
な
ら
叫
。

労
働
者
及
び
使
川
人
ど
企
業
及
び
宵
一
脈
ご
の
結
合
を
密
接
且
つ
光
会
な
ら

L
め
る
柏
崎
め
に
、
努
釘
に
魁
す

る
も
の
は
一
切
企
業
及
び
官
版
に
よ
っ

τ支
給
さ
る
べ
き
で
あ
る
o

四

労
賃
計
柏
封
山
一
V

A

Y

ム
は
、
生
民
ご
勢
公
正
的
問

ω
漣
紫
が
刊
労
働
者
及
び
使
川
人
の
各
自
に
理
解
苫
れ
易

い
や
う
に
、
簡
単
且
つ
明
附
で
な
け
れ
ば
な

c
h
o
而
て
此

ω
ジ
ラ
ザ
ノ
ム
は
、
企
業
の
管
現
者
及
び
官
胞
が
イ
-
一

V

了
ア
ィ
グ
ご
臼
治
相
叫
主
ご
の
現
は
れ
ケ
泌
湘
な
〈
認
知
し
工
、
共
れ
に
肱
じ
て
労
働
者
及
び
使
川
人
を
此
の
傾

向
に
於

J

し
進
暢
ず
る
や
う
に
蚊
舞
採
納
す
る
機
合
令
併
す
る
縛
め
に
、
現
力
性
hr
布
し
且
つ
自
由
で
な
げ
れ
ば
な

ら
れ
制
。

E而

五高

新
脳
出
政
策
と
ロ
シ
ア
川
町
倒
立
法

第
二
十
二
審

(
川
知
六
抗

八
三
)

ずL

ノ、



両信

1筏

新
組
消
肱
筑
と
u
シ
ア
勢
同
立
法

部
一
寸
ニ
容

P
A
m
J
ハ
枕

入
削
)

九
大
同

五

請
負
(
出
来
高
)
労
働
の
詳
慣
は
、
大
企
業
部
門
に
於
て
得
ら
れ
た
る
経
峨
に
従
っ
て
翁
き
れ
る
こ
と
を
要

す
る
。
技
巧
的
で
俊
雑
で
而
も
労
働
お
に
解
h
恐
い
制
皮
は
、

一
切
斥
げ
ら
れ
る
こ
ど
を
要
す
る

o
H
I
M
-働
者

自
身
に
聞
係
の
な
い
引
山
は
川
雄
や
減
給
の
上
に
何
等
の
影
響
を
及
ぼ
苫
な
い
や
う
に
、
企
業
上
的
決
位
、
機
械

〉
向

H
E
、

〆

ν
判
事

問
川
料
の
品
質
な
ど
は
怖
に
注
意
苫
れ
て
居
な
げ
れ
ば
な
ら
ぬ
。

，-r、

色
々
の
資
桁
を
わ
伺
っ
た
妙
働
者
、
使
用
人
、
中
級
技
術
的
支
配
人
及
び
高
級
支
配
人
の
鋳
め
に
貸
率
を
定

め
る
に
常
つ
て
は
、
学
等
に
し
て
公
医
な
る
評
侭

ω錦
め
に
あ
ら
ゆ
る
考
量
が
録
さ
れ
る
こ
ご
を
要
す
る
。
リ
リ
H

各
企
栄
又
は
官
聡
に
勤
め
て
居
る
高
級
支
配
人
H
A
び
品
訓
練
職
工
の
給
料
は
一
定
の
企
業
に
於
け
る
努
働
者
及
ぴ
使

用
人
の
綿
・

μω
給
料
に
つ
い
て

ω
一
山
止
の
プ
リ
セ
ン
ト
を
趨
aU
る
こ
ご
を
得
な
い
V
O

七

郡
山
相
(
牧
盆
)
的
た
ら

L
め
る
ば
い
ふ
政
策
に
基
い

τ合
理
的
に
事
業
を
経
修
す
る
こ
己
は
、
企
業
及
び
官

取
に
於
て
仕
事
を
す
る
勢
仙
沼
u
A

ぴ
使
用
人
の
待
め
に
、
治
安
、
生
活
必
市
口
問
及
び
金
券
の
碓
凶
た
る
基
金
が
凶

家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
居
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
、
而
て
此

ω場
令
に
は
企
業
に
従
事
し
て
廃
品
券
助
者
の

放
に
応
じ

E
基
金
を
支
出
す
る
一
】
己
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
o

印
も
北

(ω
支
出
は
附
労
働
者
り
数
に
よ
ら
な
い
で

jI. 

此
の
基
金
は
、

土
地
の
版
刷
に
従
っ
て
、

大
工
業
己
附
・
一
本
に
必
嬰
な
る
企
業
及
び
官
廊
、
己
仁
於
て
、
労
働

山
骨
ら
企
業
に
於
て
生
産
さ
札
る
生
舟

A

物

ω車
位
に
よ
る
一
』
ご
を
要
す
る
の
で
あ
る
o

に
謝
す
る
支
釧
の
保
一
郎
た
る
べ
き
で
あ
る
。
同
家
に
必
要
な
る
企
業
及
び
官
憾
の
恭
金
に
つ
い
1

て
は
人
民
委
員
一
許



「
術
者

l
l何
等
か
の
事
山
に
ょ
う
て
同
家
が
企
業
に
濫
常
な
る
都
企
を
正
日
な
る
時
期
に
虫
付
し
仰
な
か
っ
た
場
合

/
に
は
、
企
業
は
枇
両
人
民
料
地
問
委
日
骨
且
世
会
館
巾
世
勢
働
組
合
の
決
議
に
従
っ
て
自
己
目
立
産
物
由
一
部
を
以
て

捗
働
者
。
口
金
の
支
抑
白
ぬ
め

ω
基
金
に
克
明
山

L
抑
制
る
。
地
方
的
自
池
山
を
有
す
る
企
業
に
し
て
同
家
。
一
般
的
管
理
に
服
せ
ざ
る
も
の
及
川
川
原
料
、

燃
料
北
山
他
に
つ
い
て
同
家
山
一
般
的
制
給
を
受
け

f
る
も
の
は
、
州
判
決
聯
合
件
及
川
m
M
脚
削
減
岬
合
合
山
水
躍
を
仰
て
内
己
白
止
花
物
心
一
部
を
基

金
に
充
日
す
る
制
J

出
陣
を
段
け
仰
る
。
」

議
砕
日
の
命
令
が
定
め
る

九

此
の
基
金
を
帥
胃
袋
支
一
抑
の
事
質
上
の
保
障
た
ら
し
め
て
、
労
働
者
及
び
使
用
人
が

7
1プ
エ
繰
)
及
び

生
産
物

ω
倒
桁
の
ね
挫
動
の
影
響
を
受
り
な
い
V

一
定
の
最
少
限
度
の
叫
背
負
を
受
け
得
る
や
う
じ
す
る
縛
め
に
は
、
此

の
基
金
か
ら
す
る
賃
金
支
捌

ω額
は
市
場
の
縫
動
に
応
じ
て
縫
克
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

斯
〈
の
如
く
し
て
後
真
喜

副向

音L

新
組
済
政
策
と
ロ
シ
プ
努
倒
立
世

第
一
一
十
二
容

(
停
大
統

J、
宝玉

L
d
、一ー

ゴ
プ
互

れ
る
支
梯
金
制
は
現
物
を
以
て
傍
働
者
M
A
び
使
川
人
に
支
給
苫
れ
る
も
の
ご
共
に
、
よ
し
一
時
的
の
給
養
共
の
他

の
停
止
が
め
っ
て
も
労
働
に
劃

L
て
は
結
局
充
分
な
労
気
が
元
会
に
保
昨
せ
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
正
い
ふ
確
信

を
山
崎
へ
る
答
で
あ
る
o

上
記
の
や
う
な
原
則
が
崩
一
蹴
す
る
の
を
避
け
る
縛
め
に
は
、
嘗
該
の
企
業
が
牧
盆
能
力
を
後
押
し
国
家

的
の
補
給
が
改
善
Z
れ
い
る
の
に
件
れ
て
、
企
業
を
徐
々
に
此

ω保
障
さ
れ
わ
ん
る
支
柚
酬
の
新
な
る
依
件
に
推
移
せ
し

O 

め
行
く
ご
い
ふ
方
法
が
採
ら
れ
ね
ば
な
ら

ω。
此
の
推
移
の
方
法
H
A
ぴ
期
間
は
最
高
人
民
経
憐
委
員
品
目
、
会
露
中

央
労
働
組
合
評
議
合
、
給
養
人
民
委
員
合
及
び
財
政
人
民
委
員
曾
の
協
議
に
よ
っ
て
決
定
志
れ
る
。

一
般
国
削
減
基
金
か
ら
の
保
陣
ゼ
ら
れ
た
支
州
の
シ
ス
ア
ム
に
ま
で
進
ん
.k
企
業
に
於
T
一
は
、
共
れ
ま
で

行
は
れ
て
居
士
方
法
で
勾
月
自
己
の
生
産
物
を
分
け
て
現
物
基
金

ω一
絡
め
に
充
て
が
ふ
-
』
さ
は
止
め
な
け
れ
ば
な



角

川叫

d生

新
純
前
政
筑
と
ロ
シ
ア
捗
倒
立
法

第
二
十
一
毎

(
弟
ハ
蹴

八
六
)

L
A

、J

J
J

プ
プ

ら
ぬ
0

年
度
末
又
は
一
年
二
回
以
内
五
月
一
日
及
び
十
一
月
七
日
に
吹
支
決
算
表
を
作
成
し
て
み
一
1
、
北
(
の
期
間

内
に
労
働
が
集
約
的
に
殺
県
を
ゐ
げ
て
企
業
が
凶
家
に
一
定
的
枚
入
を
節

L
た
場
合
に
は
、

こ
ご
が
で
き
る

へ
仰
者

l
l特
刈
に
す
「
れ
た
捗
仙
の
帥
川
本
に
却
す
る
抑
制

I
C
木戸」

Z
，、て
J

J

/
も
企
諜
皆
川
部
に
委
託
ぜ
ら
れ
て
周
る
特
別
拡
舟
か

ι支
出
川

r
u
u抑
U
o
寸

)

〕

制
府
給
料
を
支
榔
ふ

新
経
済
政
策
の
究
施
に
よ
っ
て
職
を
失
っ
た
第
働
者
又
は
↑
時
休
業
す
る
に
至
っ
た
企
業
に
闘
係

L
て

居
る
労
働
者
は

特
別
な
る
規
定
に
従
っ
て
剛
山
水
の
数
議
を
受
け
る
o
」

四

前
税
で
紹
介
し
た
や
う
に
、

一
般
勢
倒
義
務
全
基
礎
と
す
る
労
働
の
軍
隊
化

ω試
み
は
、
極
め
て
峻
厳

な
る
磁
制
手
段
に
よ
っ
て

一
九
二

O
年
か
ら
翌
二
一
年
へ
か
り
て
の
多
に
決
…
り
絶
叫
叫
に
述
し
た
の
で
ゐ
る
が
、
新

続
憐
政
波

ω究
施
正
共
に
共
の
試
み
は
阻
持
す
る
ニ
ピ
、
な
っ
た
。
印
ち
強
制
の
-
L
V

メ

y

ト
は
A
ー
や
経
済
生
活

の
あ
ら
ゆ
る
範
城
に
於
て
弱
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
り
で
ゐ
っ
て
、
叫
芳
助
義
務
も
亦
共
の
拶
eE
薄
う
し
て
来
た
こ
ご

は
銑
に
越
べ
た
ご
一
』
ろ
に
よ
っ
て
も
窺
知
さ
れ
得
る
で
ゐ
ら
う
o

一
九
一
二
年
三
月
二
四
日
に
は
前
稿
に
掲
げ
た
「
峠
労
働
義
務
の
匁
め
の
(
中
央
及
び
地
方
)
委
凡
品
目
」
を
成
し
て
勢

働
義
務
の
質
施
|
|
特
に
勢
働
者
の
調
査
及
び
分
配
|
|
に
閲
す
る
事
務
は
之
を
労
働
人
民
委
員
合
的
機
闘
に
移

す
回
目
り
命
令
が
殺
せ
ら
れ
、

次
い
で
三
月
一
二
O
H
に
は
労
働
者
組
織
憾
ご
し
て
の
所
説
労
働
軍
隊
は
或
花
皮
ま
で

削
肝
隊
さ
れ
て
、

年
劫
人
民
挙
口
氏
曾
の
官
学
か
ら
離
れ
て
労
働
人
民
袋
此
曾
の
支
配
の
下
に
泣
か
れ
る

こ
ご
、
な

h
、
真
に
四
月
六
日

「
叫
に
問

H
二
三
日
に
勢
働
委
J

/
民
合
目
指
命
が
H
H
せ
ら
れ
た
」

に
は
券
働
者
及
び
使
用
人
が
北
一
の
効
め
て
居
る
企
業
を
袋
易
に
か



A
T
に
よ
っ

τ動
員
せ
ら
れ
た
ご
い
ふ
や
う
な
例
外
も
見
出
さ
れ
る
。

な
は
前
稿
に
越
ぺ
た
一
九
一
一

O
年
九
月

へ
得
る
こ
さ
が
認
め
ら
る
、
に
歪
っ
た
。
尤
も
此
の
間
に
あ
っ
て
も
各
級
の
事
校
教
師
が
夏
め
て
五
月
九
日
の
命

日
の
命
令
に
よ
っ

τ動
員
さ
れ
て
居
た

一
入
入
六
年
乃
至

人
入
八
年
生
れ
の
拍
労
働
者
は
四
月
二
五
日
に
復
員
せ

し
め
ら
れ
た
。
七
月
一
四
日

y
グ
ィ
エ
ト
執
行
委
員
曾
及
び
人
民
委
員
小
合
議
は
労
働
義
務
の
負
擦
を
農
民
の
潟

め
に
埴
滅
す
る
旨
を
決
議
し
て
、
誕
に
次
に
紹
介
す
る
労
働
税
に
閲
す
る
命
令
(
一
=
一
日
)
の
要
綱
を
指
示
'
し
た
。

而
て
入
月
二
四
日
に
至
っ
て
勢
働
者
の
一
般
的
俊
民
が
布
告
苫
れ
た
の
で
あ
る
。

新
や
う
に
し
て

|
l
-
』
、
に
掲
げ
た
ほ
か
に
な
は
多
数
の
命
令
が
俊
せ
ら
れ

τ居
る
が
要
す
る
に
|

l軍
事
共

溢幽

産
主
義
の
下
に
展
開
苫
れ

τ来
た
強
制
労
働
の
制
度
は
、

い
よ

1
、
、
解
弛
苫
れ
る
こ
E
、
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
最
後
に
一
九
二
一
年

月

日

「
労
働
枕

三
百
〉

N
Z一
EmnEq--JE]u白

骨
J

F
2
m
p旬
。

-

品

町

時

同

開

〈

凶

口

、

の
基
礎
の
上
に
立
っ
た
労
働
義

務
の
臨
時
資
施
に
閲
す
る
」
命
令
が
後
布
さ
れ
て
、
事
責
上
帥
労
働
者
組
織
の
。
y
p
y
チ
ィ
プ
ご
し
て
の
妙
働
義
務

は
終
結
を
告
げ
る
こ
ご
、
な
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の

一
月
二
二
日
の
命
令
に
於
て
は
爾
後
勢
倒
義
務
は
努
働
税
の
形
式
に
於
て
の
み
諜
せ
ら
る
ぺ
き
旨
が
定

め
ら
れ
、
次
い
で
二
一
月
一
四
日
の
補
充
規
定
仁
於
て
一
年
間
に
六
日
の
第
働
日
が
各
帥
労
働
義
務
者
に
謀
せ
ら
る

ぺ
き
旨
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
常
初
労
働
枕
は
農
民
(
地
方
住
民
)
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
、
追
っ
て
都

市
住
民
に
も
及
ば
さ
れ
る
己
い
ふ
議
定
で
ゐ
っ
た
o

し
か
し
一
九
二
二
年
三
月
一
日
に
至
っ
て
都
市
に
於
け
る
努

諭

議

新
粧
時
政
策
と
ロ
シ
ア
捗
働
立
法

部
二
十
二
巻

(
第
六
貌

入
七
)

九
ア
七

._.~-~山日同ド-

P 刊が



量満

捜

新
艇
持
政
筑
と
ロ
シ
ア
捗
働
立
法

第
二
十
ニ
巻

(
熱
心
ハ
披

凡
入
)

九
六
八

働
税
は
結
局
之
e
V
』府民施
L
な
い
で
、
北
〈
の
代
b
に
特
別
な
る
地
方
的
の
金
納
税
(
九
一
V
叩
~
叶
一
時
一

r
L
を
徴
L
得
る

こ
ど
が
定
め
ら
れ
た
。
な
ほ
官
際
に
於
て
は
農
民
に
つ
い
て
も
地
方
的
官
憲
の
決
議
に
よ
り
金
納
税
を
以
て
努
働

税
に
代
へ
得
る
こ
ご
が
初
か
ら
政
想
百
れ
て
居
た
の
で
あ
る
か
ら
、
厳
桁
な
意
味
に
於
て
の
労
働
税
は
恐
ら
く
さ

う
康
い
範
囲
に
亘
っ
て
封
施
苫
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

Z
思
は
れ
る
。
而
て
遂
に
一
九
二
三
年
五
月
一

。
日
の

「
農
業
経
済
的
統
一
一
枕
に
闘
寸
る
』
命
令
に
於
て
残
留
せ
る
ゐ
ら
ゆ
る
努
働
義
務
の
形
式
を
廃
し
て
、
全
然
之
を
机

(
丸
)

税
制
度
の
内
か
ら
も
除
い
て
し
ま
ふ
?
』
ご
、
な
っ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
軍
功
共
産
主
義
の
下
に
於

τ前
捕
に
述
ぺ
た
や
う
な
彼
路
を
餅

τ遂
に
所
前
勢
働
軍
隊
を
組
織
す

る
に
ま
で
至
っ
た
労
働
義
務
の
制
度
は
、
新
経
済
政
策

ω樹
立
ご
共
に
漸
次
に
弛
緩
さ
れ
て
、
先
づ
右
に
紹
介
し

カ
勢
働
税
に
閲
す
る
命
令
に
よ
っ
て
本
質
的
に
緩
和
吉
れ
、
次
い
で
農
業
経
協
倒
的
統
一
枚
に
闘
す
る
命
令
に
よ
っ

て
完
全
に
厳
止
さ
れ
る
こ
さ
、
な
っ
た
の
で
あ
る
。
而
て
此
の
間
に
於

τ
一
九
二
二
年
一

O
月
の
末
に
弐
柿
に
紹

介
す
る
努
働
法
u
p
制
定
吉
れ
る
ニ
己
、
な
っ
た
の
で
ゐ
る
が
、
同
法
に
於
て
は
勢
働
義
務
は
極
め
て
例
外
的
の
場

A
H
に
つ
い
て
の
み
龍
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
っ
て
、
出
川
則
ど
し
て
は
自
由

l
l尤
も
机
曾
的
の
立
場
か
ら
す
る
製

肘
は
成
い
範
固
に
一
旦
勺
て
認
め
ら
れ
て
居
る
の
で
あ
る
が

1
1』
な
る
合
意
即
も
抽
労
働
契
約
に
よ
っ
て
勢
働
側
係
が

形
成
せ
ら
る
ぺ
き
こ
ご
が
認
め
ら
る
、
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

宜

前
項
に
於
て
は
、
主
正
し
て
新
経
路
政
策
の
下
で
、
勢
働
義
務
仁
閲
す
る
立
法
が
い
か
に
推
移
し
た
か

こ λ に掲げた色々の命すの 11附は描書(例へば Schw乱rz，DicArhei!spflicht 
in Russlancl) と仙苗(例へ1':1:Bach， Le clroit ct les institution5 dc la 
Russie sovi臣tlql巴}左目l事へる止ころが必ずL忠一致LてMt:よいが、 と与
には大値樹書によるとと与して白いた。

九



を
観
た
の
で
あ
る
が
、
な
ほ
少
(
他
の
方
面
の
抽
労
働
立
法
に
つ
い
て
紹
介
し
て
み
ゃ
う
。

拙
労
働
者
の
配
伽
に
つ
い
て
は
原
則
正
し
て
幽
家
が
獅
占
的
の
地
位
を
有
し
て
居
た
の
で
あ
っ
て
、
一
九
二
二
年

三
月
三
日
の
命
令
に
よ
れ
ば
、
会
私
を
問
は
宇
総

τの
工
業
的
又
は
商
業
的
の
企
業
は
、

y
グ
イ
エ
ト
帥
労
働
市
場

献
の
仲
介
を
縦
な
り
れ
ば
、
労
働
者
及
び
使
用
人
を
備
ひ
入
れ
る
こ
さ
は
で
き
な
い
旨
が
定
め
ら
れ

τ居
る
。
し

か
L
労
働
市
場
謀
に
ょ
う

τ紹
介
さ
れ
た
拙
労
働
者
が
備
主
の
要
求
す
る
や
う
な
資
絡
を
備
へ
て
居
な
い
場
合
に

は
、
備
主
は
之
を
術
ふ
べ
き
義
務
を
負
ふ
て
照
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
同
年
九
月
一
日
の
命
令
は
、
勢
働
市
場

誌
が
縛
し
た
就
峨
の
周
旋
は
、
山
川
正
被
傭
者
の
隻
方
に
針
し
て
無
料
な
る
べ
き
旨
を
明
か
に
し
て
厨
る
。
な
ほ
三

月
三
日
の
命
令
に
於
て
は
、
叫
労
働
者
の
解
一
一
雄
は
労
働
法
の
定
む
る
所
に
従
っ
て
即
も
二
泊
間
前
に
解
約
の
申
入
を

怨
し
、
又
は
耐
労
働
協
約
の
保
放
に
従
っ
て
翁
さ
れ
ね
ば
な
ら
肉
、
正
規
定
さ
れ
て
居
る
。

労
働
協
約
に
つ
い
て
い
w

へ
ば
、
私
的
の
企
業
に
伴
っ
て
備
五

t
被
傭
者
と
の
間
の
私
的
闘
係
が
復
活
す
る
ご
共

に
叫
労
働
協
約
も
亦
復
活
し
て
来
た
の
で
ゐ
る
o

而
て
一
九
二
二
年
八
月
一
一
一
二
日
に
は
『
労
働
協
約
に
閲
す
る
人
民

委
員
評
議
食

ω命
令
」
が
畿
せ
ら
れ
た
の
で
ゐ
る
が
、
誌
の
銘
一
僚
は
労
働
協
約

ω一
定
義
を
同
月
へ
て
「
労
働
協
約
は

惜
労
働
組
合
ご
傭
主
ご
の
附

ω自
由
な
る
(
叫
川
詑
…
)
協
定
で
あ
っ

τ、
府
高
市

ω佃
別
的
な
る
労
働
契
約

ω内
容
は
之

仁
従
っ
て
定
め
ら
れ
る
」
正
規
定
し
、
第
二
僚
以
下
に
は
「
附
労
働
協
約
の
依
放
は
、
協
約
賞
事
者
た
る
労
働
組
合
の

組
令
長
た
る
ご
否
一
年
向
は
す
、
設
該
備
ま
の
企
業
に
従
単
す
る
全
員
に
迎
用
さ
れ
る
」
(
側
一
一
)
、
『
各
仰
の
企
業

に
於
け
る
M

労
働
協
約
の
布
数
期
間
は
目
・
一
年
を
超
ね
る
こ
ぜ
を
符
な
い
」
(
吟
)
、
「
法
令
仁
定
め
ら
れ

τ居
る

佐
川
件
に
比
べ
て
労
働
渚
の
地
位
を
悪
く
す
る
己
こ
ろ
の
協
約
の
係
欽
は
知
加
別
で
あ
る
」
(
時
ハ
)
な
ど
ピ
い
ふ
規
定

λ
丸
)

簡

裁

新
制
掛
政
錠
と
ロ
U

ア
勢
樹
立
法

第
一
十
二
容

(
品
静
六
就

丸
山
ハ
九

一一一一一一一一一一一一一一昨



i晶

議

新
川
帥
消
政
策
と
ロ
シ
ア
捗
働
立
法

部
一
一
寸
二
谷

(
第
六
挽

九
O 
) 

九
七

O

が
あ

h
、
一
具
に
協
約
締
結
の
手
続
上
の
規
定
が
設
け
ら
れ

τゐ
る
。

赴
命
保
険
は
先

e

つ
幼
主

l
|凶
家
で
は
な
い
|
|
ω
負
捻
に
於
工
復
活
せ
し
め
ら
れ
、
労
働
人
民
姿
口
貝
曾
は
共

の
組
織
を
制
定
す
a
Q
-

ご
」
、
な
っ
た
o

而
て
一
九
二
一
年
一

O
月一二

O
日
り
失
業
保
険
に
闘
す
る
命
令
以
下
幾
多

の
命
令
が
殺
せ
ら
れ
た
の
で
ゐ
る
が
、
共
の
内
で
枇
も
重
姿
な
の
は
一
九
二
一
年
一
一
月
一
五
日

ω
「
負
金
労
働

者
的
批
命
保
険
に
闘
す
る
し
命
令
で
あ
る
。
之
に
よ
れ
ば
「
一
時
的
又
は
秘
払
的
の
附
労
働
不
能
、
失
職
及
び
死
己
の

場
合
の
幼
め
に
、
国
家
的
、
協
同
組
合
的
、
公
共
的
、
賃
貸
(
一
川
崎
)
さ
れ
た
晶
、
花
的
及
び
再
出
許
(
酬
川
町
山
)
を
受

け
た
る
金
業
此
に
経
済
施
設
に
於
て
使
用
3
れ
て
居
る
総
て

ω者
凶
川
合
保
険
が
質
施
さ
る
べ
き
」
旨
が
定
め
ら

れ
(
叫
寸
)
、
次
い
で
保
険
料
は
疾
病
保
険
に
つ
い
て
は
紛
糾
り
百
分
の
五
乃
支
七
、
老
燐
保
険
に
つ
い
て
は
両
分

の
六
乃
至
十
仁
川
口
諒
一
」
州
M
M
M
J
失
峨
保
険
に
つ

ν
て
は
百
分
り
二
-
T
Z
(
ト
九
…
ト
料
む
ご
い
ふ
風
に
、

企
業
に
於
け
る
危
険
の
程
度
に
従
う
て
、

.6. 
そ〉

定
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

一
九
-
二
年
三
月
二
四
日
の
命
令
に
よ
っ
て
券

同
評
議
食
は
夜
間
労
働
の
禁
止
や
入
時
間
労
働
制
の
励

ま
た
犯
人
た
る
怖
主
を
し
て
雌
労
働
組
合
に
労
働
者
に
閲
す
る
届
山
を
怨
き
し
め
る
こ

ご
、
し
た
の
で
あ
る
ο

而
て
こ
れ
等
の
規
則
に
違
反
し
た
備
五
は
人
民
裁
判
所

ω裁
判
に
附
せ
ら
れ
る
こ
正
、
な

っ
て
居
る
の
で
ゐ
る
が
、
裁
判
所
は
し
ば

/
¥
E領
時
損
害
賠
償
を
偽
主
に
命
じ
た
ご
い
そ
』
ご
で
ゐ
る
o

労
働

者
の
保
誠
仁
閲
す
る
端
務
は
、
一
九
二
二
年
四
月
一
一
一
一
日
の
命
令
仁
よ
っ
て
、
勢
働
組
合
の
管
掌
か
ら
離
れ
て
労

働
人
民
委
員
曾
の
管
手
仁
移
さ
れ
る
-
』
正
、
な
っ
た
。

一
般
的
に
労
働
者
保
謎
の
制
度
を
設
け
る
一
』
ご
に
つ
い
て
は
、

働
組
合
評
議
曾
に
委
託
が
品
局
さ
れ
て
居
た
の
で
ゐ
る
が
、

行
に
閲
す
る
指
令
を
山
し
、
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